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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、定款一部変更の件について、本年３月１６日開催予定の臨時株

主総会ならびに普通株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｅ種優先株主、Ｆ種優先株主、Ｇ種

優先株主およびＨ種優先株主に係る各種類株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

記 

１．定款の一部変更理由 

本日公表いたしました、「自己株式（優先株式・普通株式）の取得に関するお知らせ」のとおり、当社

を取り巻く現在の経営環境に鑑み、株式会社新生銀行との一体性を強め、安定的な資本構成を裏づけとし

た事業展開により企業価値を拡大することを目的に、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式および普通株式の取得

を予定しておりますが、これらの手続を実施するうえで所要の変更を行うものであります。（別紙定款変

更案第 12 条の 4） 

 

２．定款変更の内容 

   変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程（予定） 

臨時株主総会ならびに普通株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、 

Ｄ種優先株主、Ｅ種優先株主、Ｆ種優先株主、Ｇ種優先株主 

およびＨ種優先株主に係る各種類株主総会                   平成２２年３月１６日 

 

定款変更の効力発生日                               平成２２年３月１６日 

 

※上記、定款一部変更については、臨時株主総会ならびに普通株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、   

Ｅ種優先株主、Ｆ種優先株主、Ｇ種優先株主およびＨ種優先株主に係る各種類株主総会において「定款一部変更の件」

が承認されることを条件とします。 

 

※本件に関連する本日公表のリリース  

「自己株式（優先株式・普通株式）の取得に関するお知らせ」 

以  上 

本件に関する報道機関からの問い合わせ先 

企業戦略部 TEL 03-5229-3986 金崎 



別紙 

 

 

現 行 定 款 変更定款案 

第２章の２ 優先株式 第２章の２ 優先株式 

第 12 条の４ （Ｅ種優先株式） 

1.～6.  （省略) 

（優先株式の取得） 

7.   当会社は、Ｄ種優先株式の発行済み

株式総数が０となった時以降、いつ

でもＥ種優先株式を取得すること

ができる。 

第 12 条の４ （Ｅ種優先株式） 

1.～6. （現行のとおり） 

（優先株式の取得） 

7.  当会社は、いつでもＥ種優先株式を

取得することができる。 

8.～12. （省略) 8.～12. （現行のとおり) 

（下線は変更箇所） 

 


